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重要事項説明書 

 

                    作 成 日  2025 年 9 月 1 日  

 

１ .  事 業 主 体 概 要  

 

 

事  業  者  名  

 

 株 式 会 社  み く に  

 

事  業  所  名  

 

 グ ル ー プ ホ ー ム  み く に  栄 の 園  

 

 

代  表  者  名  
 

 代 表 取 締 役  菊 谷 利 昭  

 

所   在   地   

 

 

 〒 271-0061 千 葉 県 松 戸 市 栄 町 西 5－ 1397 

 

 

 

 

法  人  の  理  念  

当 社 で は 利 用 者 に 対 し て 安 全 な 生 活 環 境 を 最 優 先

に 、 一 人 一 人 が 障 害 を 抱 え な が ら も 生 き 甲 斐 が 見 つ け

ら れ る よ う な 支 援 の 提 供 に 努 め ま す 。  

『 自 分 に し て も ら い た い こ と は 、 他 の 人 に も そ の よ

う に し な さ い 』（ 聖 書 ）と い う キ リ ス ト 教 の 愛 と 奉 仕 の

精 神 に 立 っ て 利 用 者 の 尊 厳 に 配 慮 し た 介 護 を 行 い ま

す 。  

 

他 の 介 護 保 険 関

連 の 事 業  

   

 グ ル ー プ ホ ー ム み く に  松 戸 の 園  

 グ ル ー プ ホ ー ム み く に  恵 み の 園  

 み く に 24 ネ ッ ト  

 

 

 

事   務   所  

 

 

 

〒 271-0061 千 葉 県 松 戸 市 栄 町 西 5-1397 

電 話  047-710-3272 

FAX 047-710-3326 
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２ .  事 業 所 の 概 要   

事  業  所  名  グ ル ー プ ホ ー ム  み く に  栄 の 園  

目 的 
認 知 症 に よ り 、 自 立 し た 生 活 が 困 難 に な っ た 利 用 者 に

対 し 、家 庭 的 な 環 境 の 元 で 生 活 で き る よ う に 支 援 す る 。 

運 営 方 法 

利 用 者 の 人 格 を 尊 重 し 、 常 に 利 用 者 の 立 場 に 立 っ た サ

ー ビ ス 提 供 に 努 め る と と も に 、 個 別 の 介 護 計 画 を 作 成

す る 。  

責 任 者  菊 谷  利 昭  

開  設  年  月  日   平 成 24 年 4 月 1 日  

保 険 事 業 者 指 定 番 号   1291200234 

所    在     地          

電   話   番  号          

F  A  X  番  号          

 〒 271－ 0061 千 葉 県 松 戸 市 栄 町 西 5-1397 

 1 階 047-710-3272 2 階 047-710-3260 

 047-710-3326(1・ 2 階 共 用 ) 

交  通  の  便           JR 常 磐 線 北 松 戸 駅 よ り 西 方 へ 3km 車 5 分  

敷 地 概 要 （ 権 利 関 係 ） 

建 物 概 要 （ 権 利 関 係 ） 

 戸 張 宏 哉  借 地 921.15 ㎡  

 戸 張 宏 哉  借 家 551.52 ㎡  2 階 建  

居  室  の  概  要  
 1 階ユニッ ト （ 1 階  9.98 ㎡ 5 室・ 10.03 ㎡ 4 室）  

2 階ユニッ ト （ 2 階  9.98 ㎡ 5 室・ 10.03 ㎡ 4 室）  

共 用 施 設 の 概 要          
1 階ユニット（1 階 リビング・トイレ・浴室・台所） 

2 階ユニット（2 階 リビング・トイレ・浴室・台所） 

緊  急  対  応  方  法          

松 戸 市消防署通報  

あおぞら診療所 ま つどの臨時往診  

訪問看護 ステーションの訪問看護  

防 災 設 備 
 火災受信機・ 通報装置・煙感知器・消火器  

 ス プ リンクラー  

損 害 賠 償 責 任 保 険          

加    入    先          
財団法 人  介 護労働安 定センター  
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３ .職員体制（ 主 た る職員）（ 2025 年 9 月 1 日現在 ）  

   

 

員
数 

常勤  非常勤  

保有資格 
研修会 

受講等内容 専
従 

兼
務 

専
従 

兼
務 

管 理 者 2  2   介 護 福 祉 士 (2 名 ) 管理者研修済 

計画作成担当者 2  2   
ケ ア マ ネ （ １ 名 ）  

介 護 福 祉 士 (１ 名 ) 
実践者研修済 

介 護 従 業 者 

 

19 

 

10 0 9 0 

介護基礎研修（３名） 

ヘルパー2 級（３名） 

初 任 者 研 修 (2 名 )

介 護 福 祉 士 (6 名 ) 

ケ ア マ ネ （ １ 名 ）  

（ 兼 務 者 除 く ）  

 

 

４ .勤務 体制（各ユニッ ト毎）  

 

 

 昼間の 体制  

 

 

 

 

  １ 人～2 人   （ 日勤    8：45～17：45）  

 1 人      （早番    7：00～16：00）  

 1 人      （遅番    11：00～20：00 

11：30～20：30）  

  

 夜間の 体制  

 

 1 人      （夜勤   17：30～翌９：00）  

 

 

 

5. 利 用状況（ 2025 年 9 月 1 日現在 ）  

 

 利 用 者数     15 人 （ 定員 18 人 ）  

要 介 護状態区分  

  
要 支 援 ２：  1 人 、  

 
要 介 護 １：  1 人 、   要 介 護 ２：  0 人 、  

  
要 介 護３：  6 人 、   要 介 護４：  2 人 、  

  
要 介 護５：  5 人  
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６ .  利 用 にあた っ て の留意事項  

 

①  当 園 は 全館に て禁酒禁煙で す 。  

②  利 用 者様のケアは施設 スタッフだけ で 行 う も の で はあり ません。ご家族

の協力があっ て はじめ て 利 用 者様に穏やかな 日々を送っ て い ただけ ま

す 。ご家族の面会 はケアに と っ て非常 に大事 な も の で す の で 定期的 な面

会 にご協力下さ い 。  

③  運 営 方針と し て食事 の時に はお祈り を捧げま す 。 ま た心のケアの 一 環 と

し て牧師が 聖 書 のお話 を し ま す 。但し 、 当 園 で は強要 は 一切致し ませ

ん。  

④  当 園 と 提携し て い る医療機関等以外に よ る 通院や入院、 個 人 的 な買い 物

はご家族に同伴をお願い い た し ま す 。 ま た 、外出時は 、必ず職員に断っ

て下さ い 。（ご家族又は職員同行 ）  

⑤  犬・猫等、許可な くペッ ト の持ちこ み は 厳禁し ま す 。  

⑥  利 用 者 の 物品の管理 におい て は 配 慮 し ま す が 、万一 利 用 者 の 重過失に  
よ る紛失、損害 があっ て も 、 そ の 責 任 は負いかねま す 。  

⑦  安 全 に は万全 を期し ま す が 、万一 利 用 者 の 重過失に よ る ホ ー ム内外で け

が等の 事故が起き て も 、 そ の 責 任 は負いかねま す 。  

⑧  ホ ー ム内で備え付け の 物品等を破損し た 場合は 、原状復帰をお願い し ま

す 。  

⑨  入居後に 他 の 利 用 者 に迷惑をかけ る よ う な 行為が出て き た 場合は 、ご家

族と 話 し合い 、 そ の後は 当 園 の 指示に従っ て下さ い 。  

⑩  著し い身体能力の低下に よ り 、 当 園 で の 生 活維持が 困 難 に な っ た 場合及

び入院し た 場合は 、ご家族及び主治医と 話 し合い 、 そ の後は 当 園 の 指示

に従っ て下さ い 。  

⑪  お亡く な り の際は 、ご遺体及び遺留金品をお引き 取 り下さ い 。  

⑫  管理 者 の 指示に は 、協力す る と 共 に 、身元引受人等の変更が 生じた 場合

に は 、速やかに 連絡し て下さ い 。  

⑬  個 人 の 生 活消耗品は 、 自己負担に な り ま す 。  

⑭  退所時、著し い居室の破損に 関 る費用 はご請求させて い ただき ま す 。  

⑮  行 事 に は で き るだけ参加す る よ うご協力お願い致し ま す 。  

⑯  夜間の徘徊、 トイレは 、危険防止の た め 、夜勤者 が 見守り 、状況に応じ

てケアし ま す 。  
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7. 緊急時の 対応方 法  

    

利 用 者 に容態の変化等が合っ た 場合に は 、医師に 連絡す る等必要 な処置

を す るほか、御家族に速やかに 連絡致し ま す 。  

○緊急連絡先  

 緊急連絡先①  緊急連絡先②  
 

氏   名  
  

 
住   所  

  

 
電   話  

  

 
続   柄  

  

 

8 .サ ー ビ スおよび利 用料金等  

 

保 険給付サ ー ビ ス  

食事 ・排泄・入浴（清拭）・着替え の 介助等の 日 常 生

活 の世話 、日 常 生 活 の中で機能訓練、健康管理 、相談・

援助等上記に つ い て は包括的 に 提 供 さ れ 、下記の 表 に よ

る 要 介 護度別 に応じて 定 め ら れ た 利 用料金 (省令に よ り

変動あり )の内の 1 割又は ２割、３割が 自己負担と な り

ま す 。  

保 険 対象外サ ー ビ ス  
各個人の利用に応じて自己負担となります。負担金額の

改正は理由を付して事前に連絡いたします。 

居住費  98 ,000 円／月  

食材料費  1 日 3 食おやつ込み 1 ,２５０円  

水道光熱費  32 ,760 円／月  

そ の 他 日 常 生 活 の  

消耗品費  

そ の 他 個 人 で使用 し た 日 常 生 活 の消耗品の費用 は実  

費清算で 自己負担と な り ま す 。  
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9. 協力医療機関  
 

協力医療機関 名①  あおぞら診療所 ま つど（ 松 戸 市 ）  月 2 回往診  

協力医療機関 名②  し らゆり歯科医院  月 2 回往診  

 

1０ .  医療連携体制  
 

訪問看護 ステーション名  

 訪問看護 サボテン（ 松 戸 市 ）  

(1)週 1 回以上の看護師に よ る 定期的訪問  

(2)正看護師に よ る 24 時間 365 日 の 連絡体

制の確保 と必要時の臨時の訪問  

11. 苦情相談機関  
 

ホ ー ム苦情相談窓口  

担当 者氏名：菊 谷  利 昭  047-710-3272 

       佐藤  孝   047-710-3260 

 

松 戸 市 介 護 保 険課給付班  

０４７－３６６－ 7067 

 

千 葉 県国民健康保 険 連合会  

      ０４３－ ２５４－ 7428 

 

 

12.身体拘束に 関 す る 事項  

当施設 は 、身体 的拘束等の適正化の 指針を整備し ま す 。  

サ ー ビ ス 提 供 に 当 た り 、ご利 用 者 （入所 者 ） ま た は 他 のご利 用 者 （入所

者 ） の 生命ま た は身体 を 保 護 す る た めやむを得な い 場合を除き 、身体拘束を

行 い ません。  

緊急やむを得ず身体拘束を実施す る 場合は 、 そ の 事由をご利 用 者 （入所

者 ）及び保証人 に 、【緊急やむを得な い身体拘束に 関 す る説明書】を も っ て

説明し 、同意を得ま す 。  

当施設 は 、緊急やむを得ず行 う身体拘束に つ い て 、実施状況の記録を整備

し 、 そ の廃止に向け て 対策を検討す る委員会 を 開催す る など、身体 的拘束等

の適正化の 取 り組み を 行 い ま す 。  

身体拘束等の適正化の た め の従業 者 に 対 す る研修を 定期的 に 行 い ま す 。  

 

13.人 権擁護 と高齢者虐待防止法  

当施設 は 、虐待防止に 関 す る 責 任 者 を選定 し て い ま す 。  

虐待防止に 関 す る 責 任 者：管理 者  

当施設 は 、虐待防止の た め の 指針を整備し ま す 。  

当施設 は 、 成 年後見 人制度の 利 用 を 支 援 し ま す 。  

当施設 は 、苦情解決体制を整備し て い ま す 。  
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当施設 は 、従業 者 に 対 す る 人 権擁護 ・虐待防止の委員会及び啓発す る た め の

研修を 定期的 に 行 い ま す 。  

当施設 は 、従業 者 が 支 援 にあた っ て の悩みや苦悩を相談で き るメンタルヘル

ス 体制を整え るほか、従業 者 がご利 用 者 （入所 者 ）等の 権 利擁護 に 取 り組

め る 環 境 の整備に 努 め ま す 。  

サ ー ビ ス 提 供中に 、 当施設 の従業 者又は養護 者 （現に養護 し て い る 家族・親

族・同居人等） に よ る虐待を受け た と思われ るご利 用 者 （入所 者 ） を発見

し た 場合は 、速やかに こ れ を 市 町村等に 通報し ま す 。  

 

14.感染症予防及び感染症発生時の 対応（衛生管理等を含む）  

・ 当施設 の 用 に 供 す る施設 、食器、 そ の 他 の 設備又は飲用 に 供 す る水に つ い

て 、衛生 的 な管理 に 努 め 、衛生上必要 な措置を講じま す 。  

・ 当施設 におい て感染症 の発生又は まん延し な い よ う に必要 な措置を講じる

と と も に 、食中毒及び感染症 の発生防止す る た め の措置等に つ い て 、必要

に応じて 保健所 の助言・ 指導を求め る と と も に 、 常 に密接な 連携に 努 め ま

す 。  

・ 当施設 は 、感染症 対策の 指針を整備し ま す 。  

・ 当施設 は 、感染症発生 の防止の た め の委員会及び従業 者 に 対 す る研修、発

生時の訓練を 定期的 に 行 い ま す 。  

 

15.非常災害 対策  

当施設 に災害 対策に 関 す る担当 者 （防火管理 者 ） を置き 、非常災害 対策に

関 す る 取組み を 行 い ま す 。  

・防災の 対応：消防計 画 に基づき速やかに消火活動に 努 め る と と も に 、避

難 ・誘導にあた り ま す 。  

・防災設備：防火管理 者 を選任 し 、消火設備、非常放送設備等、必要 設備を

設 け ま す 。  

・防災訓練：消防法 に基づき 、消防計 画等の防災計 画 を 立 て 、従業 者および

ご利 用 者 （入所 者 ）、 地域住民の参加が得ら れ る よ う 連携に 努 め 、消火通

報、避難訓練を 年間計 画 で実施し ま す 。  

・ 当施設 は 、大地震等の 自然災害 、感染症 の まん延等、あらゆる不測の 事態

が発生 し て も 事 業 を継続で き る よ う 計 画 （ＢＣＰ） を策定 し 、研修の実

施、訓練を 定期的 に 行 い ま す 。  

 

16.訪問看護 ステーションと の医療連携  

日 常 生 活時の健康維持管理 と急性時の医療対応、 重度化し た 場合（終末

期） の看取 りケアに 対応す る た め 、協力医療機関 と 提携す る 。  

 協力医療機関  あおぞら診療所新松 戸 、訪問看護 ステーションサボテン  

 サボテンは週一回の 定時訪問で 日 常 の健康管理 、状態悪化の早期発見や重

篤化の予防の観察、 主治医へ の報告、 連携、 介 護職員へ の助言、相談対応を

行 う 。  
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 24 時間 365 日 、オンコー ル で看護師が相談対応し 、必要 な時は臨時訪

問で医療対応を 行 う 。  

重度化し看取 り の必要 が 生じた 場合（終末期） に は 、 別途定 め る「重度化

し た 場合におけ る 対応および看取 り に 関 す る 指針」に基づき 、施設内で も必

要 な医療行為を 提 供 で き る 体制を整え る 。  

 入院が必要 な 場合は 、訪問看護 ステーションが 主治医と 連携し医療機関 へ

の入院を調整す る 。  

なお、急にご利 用 者 の具合が悪く な り 、 主治医が頻回な訪問看護 が必要 と

認 め た「特別訪問看護 指示書」を発行 し た 場合、 ま た はご利 用 者 が厚生労働

大臣が 定 め る疾患および状態」に な っ た 場合は 、 介 護 保 険 に よ る訪問看護 は

で き な く な り ま す 。 そ の 場合は 、医療保 険 に よ る訪問看護 に切り替え 、ご利

用 者 （ ま た は 代 理 人 ） が訪問看護 ステーションと直接に医療保 険上の訪問看

護契約し て い ただく こ と に な り ま す  

 

 

重 要 事項説明書 －追加事項（ １ ）  

訪問看護 ステーションと の医療連携体制に つ い て  

 

加齢に伴う健康面で の リ スク拡大に 対応す る た め 、次の 2つ の こ と が必要

に な っ て き て い ま す 。  

（ 1）普段の 生 活時におけ る健康維持管理 と急性時の医療的 対応  

（ 2） 重度化し た 場合（終末期） の看取 りケア  

 

現在 、各ご利 用 者 は 、協力医療機関「あおぞら診療所新松 戸」の医師に よ

る 月 2回の 定期往診と急変時の臨時往診を受け ておら れ ま す が 、上記2つ の

こ と に 対応し て い く た め に は 、 さ ら に看護師が い つ も身近に い て下さ る 体制

が必要 で す 。  

 

こ の た め 、各ご利 用 者 が協力医療機関 と 個 別 に契約を結び、「医療保 険」

の下で医師の往診を受け る従来の 体制に加え て 、 当 グ ル ー プ ホ ー ム が施設 と

し て訪問看護 ステーションと契約を結び、「介 護 保 険」の下で看護師の訪問

看護 を各ご利 用 者 が受け ら れ る 体制に す る必要 があり ま す 。  

 

具体 的 な訪問看護 ステーションと し て は 、協力医療機関「あおぞら診療所

新松 戸」と「訪問看護 サボテン」と契約し ており ま す 。 こ の訪問看護 ステー

ションと 当 グ ル ー プ ホ ー ム が医療連携体制を持ちま す と 、以下の こ と が で き

る よ う に な り ま す 。  

（ 1）  看護師に週1回、 定期的 に訪問し て も ら え ま す 。 なお、協力医療機関

「あおぞら診療所新松 戸」の医師と情報を 共有し て 利 用 者様の看護 に

あた り ま す 。  
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・健康管理 （普段の心身状態の維持と悪化予防など）  

・状態悪化の早期発見や重篤化の予防の観察・注意ポイント の助言  

・ 主治医へ の報告・ 連携  

・ 介 護職員へ の助言、相談対応  

（ 2） 24時間、 365日 、看護師と い つ で も 連絡が 取 れ て相談が で き 、必要

時に訪問し て も ら え 、 主治医に 連絡し 連携が で き る よ う に な り ま す 。  

（ 3）ご利 用 者 が 重度化し 、看取 り の必要 が 生じた 場合（終末期） に は 、 別

途定 め る「重度化し た 場合におけ る 対応および看取 り に 関 す る 指針」に

基づき 、例えば病院に入院し な い で グ ル ー プ ホ ー ム で過ごせる等、万全

を期し た 対応が で き る よ う に な り ま す 。  

 

（ 4）入院が必要 な 場合は 、訪問看護 ステーションが 、 主治医と 連携し 、医

療機関 へ の入院を調整（ 連絡・手配 ） し て く れ ま す 。 こ れ ら の費用 は 、

ご利 用 者 1人 の 自己負担額が 、 1割負担の 場合1日  40円、 1ヵ月 （ 30

日 ） 1 ,200円で 、 2割負担の 場合は 1日80円、 1ヵ月 2 ,400円、 3割負

担の 場合は 1日 120円、 1ヵ月 3 ,６00円で す 。  

＜医療連携体制の整備に 関 す る 介 護報酬の加算＞  

状態区分  介 護報酬  自己負担額（ 1日 当 た り ）  

要 介 護 1～5 39単位／日  1割40円、 2割80円、３割120円  

なお、急にご利 用 者 の具合が悪く な り 、 主治医が 、頻回な訪問看護 が必要

と 認 め た「特別訪問看護 指示書」を発行 し た 場合、および、ご利 用 者 が「厚

生労働大臣が 定 め る疾患および状態」に な っ た 場合は 、 介 護 保 険 に よ る訪問

看護 は で き な く な り ま す の で 、 そ の 場合は 、医療保 険 に よ る訪問看護 に切り

替え 、ご利 用 者 （ ま た は 代 理 人 ） が訪問看護 ステーションと直接に医療保 険

上の訪問看護契約し て い ただく こ と に な り ま す 。  

 

重 要 事項説明書 －追加事項（ ２ ）  
 

重度化した場合における対応および看取りに関する指針  

 

1.急性期におけ る医師や医療機関 と の 連携体制  
 

（ 1）「グ ル ー プ ホ ー ム み く に 栄 の 園」のご利 用 者 に 、 体調の急変などが発

生 し た 場合に は 、協力医療機関「あおぞら診療所新松 戸」ま た は「訪問

看護 サボテン」の 対応に よ り 、速やかに適切な処置を 行 い ま す 。  

ま た 、協力医療機関 に よ る 月 ２回の往診および訪問看護 ステーション

に よ る週1回以上の訪問看護 対応を継続的 に 行 う こ と に よ り 、ご利 用 者

の身体状況を 常 に把握し 、 体調管理 を 行 い ま す 。  
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（ 2）ご利 用 者 が 体調の急変などに よ り 、入院を伴う医療処置を 行 う こ と が

必要 と さ れ る状態に な っ た時に は 、速やかにご家族に 連絡し 、ご意向を

伺っ た う え 、協力医療機関 の医師に よ り可能と判断さ れ た 場合におい

て 、 当 グ ル ー プ ホ ー ム に居住し た状態で協力医療機関 の医師、 ま た は そ

の 指示に よ る訪問看護 ステーションの看護師の訪問対応に よ り 、医療処

置を 行 い ま す 。  

一 方 、協力医療機関 の医師に よ り 、 当 グ ル ー プ ホ ー ム に居住し た状態

で の看護 、 介 護 が 困 難 と判断さ れ た 場合、 ま た は 、ご利 用 者 、 代 理 人 が

医療機関 へ の入院を希望す る 場合に は 、訪問看護 ステーションが 、 主治

医と 連携し 、医療機関 へ の入院を調整（ 連絡・手配 など） い た し ま す 。  

 

2.入院期間中におけ る グ ル ー プ ホ ー ム の居住費および食材費等の 取 り扱い  

入院期間中の食材費は欠食分 と し て減算し 、 提 供 分 の請求と い た し ま

す 。 ただし 、居住費に つ い て は 定額で の請求と い た し ま す 。  

（ 1）居住費     定額で のご請求  

（ 2）水道光熱費   提 供 分 のご請求  

（ 3）食材費     提 供 分 のご請求  

   

3.看取 り に 関 す る 指針  
 

（ １ ） グ ル ー プ ホ ー ム み く に 栄 の 園 におけ る看取 り に 関 す る考え 方  
  

(a) 看取 り 介 護 と は？  

看取 り 介 護 と は 、終末期の状態にある 方 に 対 し て 、 そ の身体 的 ・ 精 神 的苦痛

を で き る限り緩和し 、死に至る ま で の期間、可能な範囲におい て本人 な り に

納得し て 安心し て 生 活 を継続す る こ と が で き る こ と を 目 的 と し て 援助す る こ

と であり 、本人 の 尊 厳 に十分 配 慮 し な が ら終末期の 介 護 に つ い て心を こ め て

こ れ を 行 な う こ と で す 。  

(b) 看取 り 介 護 の 開始  

当 グ ル ー プ ホ ー ム は 、ご利 用 者 が協力医療機関 の医師に よ り終末期の状態で

ある と診断さ れ 、かつ 、 当 グ ル ー プ ホ ー ム に居住し た状態におけ る看取 り の

対応が可能な状態と判断さ れ 、ご利 用 者 、ご家族が 対応を希望し た 場合に 、

医師・看護師の協力の も と 、 で き る限り の看取 り 介 護 の 対応を 行 い ま す 。  

(c) 家族の付添い 対応  

当 グ ル ー プ ホ ー ム は終末期の状態に至っ たご利 用 者 に看取 り 介 護 の 対応を 行

な う 場合に 、ご本人 が 最期の時を迎え る よ り良い準備を出来る よ う 、ご家族

に付添っ て い ただく た め に必要 な 支 援 を出来る限り 行 い ま す 。  
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（ ２ ）本人及びご家族と の意思確認 の 方 法  

(a) 入居時の意思確認  

当 グ ル ー プ ホ ー ム は 、新た にご利 用 者 を受け入れ る際に 、医師に よ る往

診、看護師に よ る訪問対応など、 日 常 の健康管理 と急変時の 対応方 法 に つ い

て 、管理 者からご利 用 者本人 とご家族に 対 し て説明を 行 い ま す 。  

ま た 、終末期に至っ た 場合の看取 り 介 護 対応に つ い て同様に説明を 行 い 、

対応を希望す るかそ の意思を確認 い た し ま す 。  

(b) 終末期の意思確認  

当 グ ル ー プ ホ ー ム は 、ご利 用 者 が終末期の状態と な っ た 場合に 、管理 者 ま

た は そ の 他 の職員と医師、 ま た は看護師から 、ご家族と 理解可能な状態であ

ればご本人 に 、状態と今後の 対応に つ い て説明を 行 い 、 当 グ ル ー プ ホ ー ム に

おけ る看取 り 介 護 の 対応を希望す るかそ の意思を確認 い た し ま す 。  

ま た 、終末期の 対応開始後も 、状態の変化があればそ の都度ご家族に 連絡

を と り 、職員ま た は医師、看護師から説明を 行 い 、 当 グ ル ー プ ホ ー ム におけ

る看取 り 介 護 の継続を希望す るかどうかの意思の確認 を 行 い ま す 。  

 

（３）看取 り 介 護 に 関 す る 介 護報酬の加算  

当 グ ル ー プ ホ ー ム で看取 り を 行 っ た際に は 、 別紙「重 要 事項説明書 －追

加事項 (2)」に説明の医療連携体制加算に付随し て 、 要 介 護度に 関わらず、

亡く な ら れ た 日から遡っ て下記の よ う に看取 り 介 護加算の請求が発生 い た し

ま す の でご了承下さ い  

 

区  分  介 護 報 酬  
自 己 負 担 分 （ １ 日 当 た り ）  

1 割  2 割  3 割  

死 亡 日 以 前 31～ 45 日  72 単 位  75 円  150 円  225 円  

死 亡 日 以 前 4～ 30 日  144 単 位  150 円  300 円  450 円  

死 亡 日 前 日 及 び 前 々 日  680 単 位  710 円  1,420 円  2,130 円  

死 亡 日  1,280 単 位  1,337 円  2,674 円  4,011 円  
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重 要 事項説明書 －追加事項（ 3）  

短期利 用 認 知 症 対応型共同生 活 介 護  利 用料金  

 

 

そ の 他 自 己 負 担 費 用  

項 ⽬  料 ⾦  
保 険 対 象 外 サ ー ビ ス  重 要 事 項 説 明 書 に 記 載 の と お り  
居 住 費  3,266 円 /⽇  
⾷ 材 料 費  1,250 円 /⽇  
⽔ 道 光 熱 費  1,092 円 /⽇  
そ の 他 消 耗 品 費  重 要 事 項 説 明 書 に 記 載 の と お り  

 

 

 

 

 

!"#$

%&'()*+,-./!-./-01"#$%&2

34567)'%&'()!678

9:9;!"(<678=><?@A34BC+

999%&'()*+,-./)*+,--&!-./-0)"#$%&)'9("*,*+-D

99934567)'%&'())("",+**D!678)=>)' )))))(",**+D))

!EFGHIJK!".

!"L ;MN* ;!"" ;!"* ;!"( ;!"% ;!"&

-./1A2 !!" !#$ #%" #&$ #'! #!(

"EFGOPQRSTUVWXYZ/

-./1A2 "

#EFGOP[\]^_WXYZ

-./1A2 ()

$̀ ab!"YZ

!"L

-./1A2

%cdeEFG345fgYZ

-./1A2 %*$

&!"hijklmYZ0

+,-./!""$"n

'!"hiopqjklmYZ.

+,-./!*$(n

(rRTstuMNYZ

+,-./!*$(n

vwA xA<xyA %z(#xA ("z%&xA

%*#$ "#$ %&& !*



 ‐14‐ 

附  則  

こ の 重 要 事項説明書 は 平 成 24 年４月 １ 日から効力を発す る 。  

平 成 24 年 4 月 10 日 に 一部変更と な る 。  

平 成 24 年 6 月 10 日 に 一部変更と な る 。  

平 成 25 年 4 月 20 日 に 一部変更と な る 。  

平 成 26 年 4 月 1 日 に 一部変更と な る 。  

平 成 26年8月 1日 に 一部変更と な る 。  

平 成 27年 4月 1日 に 一部変更と な る 。  

平 成 27年8月 1日 に 一部変更と な る 。  

平 成 28年 4月 1日 に 一部変更と な る 。  

平 成 28年 5月 21日 に 一部変更と な る 。  

平 成 28年 9月 1日 に 一部変更と な る 。  

平 成 28年 12月8日 に 一部変更と な る 。  

平 成 30年 4月 1日 に 一部変更と な る 。  

令和1年8月 21日 に 一部変更と な る 。   

令和 1 年 10 月 1 日 に 一部変更と な る 。  

令和 3 年 4 月 1 日 に 一部変更と な る 。  

令和４年 １０月 1 日 に 一部変更と な る 。  

令和 5 年 8 月 1 日 に 一部変更と な る 。  

令和 6 年 3 月 31 日 に 一部変更と な る 。  

令和 7 年 9 月 1 日 に 一部変更と な る 。  

 

       年     月    日  

 

     （ 事 業 者 ）  住   所   千 葉 県 松 戸 市 栄 町 西 5-1324 

           名   称   株 式 会 社      み く に  

                  代 表 取 締 役  菊 谷  利 昭  印  

           説  明  者                   印  

 

 私 は 、 本 書 面 に 基 づ い て 重 要 事 項 の 説 明 を 受 け た こ と を 確 認 し 、 同 意

い た し ま す 。  

      

（ 利 用 者 ）  

       住   所  

       氏   名                    印  

     （ 身 元 引 受 人 ）  

       住   所  

       氏   名                         印  


